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(57)【要約】
【課題】長時間保存した後であっても黄変等の問題がなく、フローラル調の香りを持続で
きる液体芳香剤組成物、及びそれを用いたスプレー式液体芳香剤を提供することを課題と
する。
【解決手段】フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造を有する香料と、炭素数８
以上１８以下の脂肪族モノカルボン酸又は炭素数３以上２０以下の脂肪族ジカルボン酸と
のエステルからなる香料前駆体（ａ）、非イオン性界面活性剤（ｂ）、及び水を含有し、
非イオン性界面活性剤（ｂ）１００質量部に対する香料前駆体（ａ）の量が、０．０１質
量部以上１０質量部以下である、液体芳香剤組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造を有する香料と、炭素数８以上１８以
下の脂肪族モノカルボン酸又は炭素数３以上２０以下の脂肪族ジカルボン酸とのエステル
からなる香料前駆体（ａ）、非イオン性界面活性剤（ｂ）、及び水を含有し、非イオン性
界面活性剤（ｂ）１００質量部に対する香料前駆体（ａ）の量が、０．０１質量部以上１
０質量部以下である、液体芳香剤組成物。
【請求項２】
　香料前駆体（ａ）の香料が、マルトール、エチルマルトール、バニリン、エチルバニリ
ン、及びラズベリーケトンから選ばれる１種以上である、請求項１に記載の液体芳香剤組
成物。
【請求項３】
　香料前駆体（ａ）の脂肪族モノカルボン酸が、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン
酸、ステアリン酸、及びオレイン酸から選ばれる１種以上である、請求項１又は２に記載
の液体芳香剤組成物。
【請求項４】
　香料前駆体（ａ）の含有量が０．００００１質量％以上０．０１質量％以下である、請
求項１～３のいずれかに記載の液体芳香剤組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の液体芳香剤組成物をスプレー容器に充填したスプレー
式液体芳香剤。
【請求項６】
　スプレー容器がトリガー式スプレーヤーを有する、請求項５に記載のスプレー式液体芳
香剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体芳香剤組成物、及びスプレー式液体芳香剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、洗濯による型崩れや色あせを懸念して、一回着用しただけでは洗濯しない衣類が
増加しており、このような衣類におけるニオイが気になるという問題がある。したがって
、衣類に香りをつけることが求められており、その場合に香りが長時間持続することが望
まれている。
【０００３】
　このような用途において、持続性のある香料に関する技術が種々検討されており、一例
として、香料アルコールのエステルを用いることにより持続的に香料を発生させる技術が
提案されている。
　例えば、特許文献１には、特定のフレグラントアルコールと、Ｃ７～Ｃ２４の特定のア
ルキル基を有するカルボン酸とのエステル化合物を含有する洗剤及び／又は織物柔軟剤で
処理する織物の芳香付け法が開示されている。
　特許文献２には、放臭性アルコールと、任意に置換したＣ１－Ｃ３０アルキル等を有す
る酸とのエステルを含有するフレグランス先駆体組成物が開示されている。
　また、特許文献３には、香気を長時間持続させることを目的として、二塩基酸モノエス
テル及び／又は二塩基酸ジエステルと、エチレングリコール又はプロピレングリコールと
の混合物等を用いる徐放性香料組成物が開示されている。
　更に、特許文献４には、口腔悪臭を抑制する、もしくは減少させることを目的として、
特定のエステル化フマル酸を含む口腔用の悪臭抑制製剤が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特表平８－５０２５２２号公報
【特許文献２】特表２０００－５１２６６３号公報
【特許文献３】特開２００３－３１３５８０号公報
【特許文献４】特表２００９－５２０７０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述の衣類用途における香調としてはフローラル調の香りが好まれているため、この香
りを長時間持続させる検討が行われている。しかし、フローラル調の香り成分の中でも特
に有用な成分、すなわち、香りの持続性の向上に寄与し、かつ全体の香りをまとめ、やさ
しさや親しみやすさを想起させることができる成分には、保存中に黄変を生じさせる化合
物が含まれており、この化合物による黄変が製品の美感を損ねることがあるという問題が
あった。
　本発明は、長時間保存した後であっても黄変等の問題がなく、フローラル調の香りを持
続できる液体芳香剤組成物、及びそれを用いたスプレー式液体芳香剤を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らが前記問題について検討を行ったところ、液体芳香剤組成物中において生じ
る香料前駆体のエステル結合部分の加水分解の進行をできるだけ抑えることにより、徐々
に香料成分か徐放され、香りの持続性が向上し、かつ長期間保存後でも黄変が生じにくく
なることを知見した。そして更に検討を重ねた結果、該香料前駆体と非イオン性界面活性
剤とを特定の配合で用いることにより前記加水分解の進行を抑制することができることを
見出し、本発明を完成させた。
【０００７】
　本発明は下記［１］及び［２］に関する。
［１］フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造を有する香料と、炭素数８以上１
８以下の脂肪族モノカルボン酸又は炭素数３以上２０以下の脂肪族ジカルボン酸とのエス
テルからなる香料前駆体（ａ）、非イオン性界面活性剤（ｂ）、及び水を含有し、非イオ
ン性界面活性剤（ｂ）１００質量部に対する香料前駆体（ａ）の量が、０．０１質量部以
上１０質量部以下である、液体芳香剤組成物。
［２］前記［１］に記載の液体芳香剤組成物をスプレー容器に充填したスプレー式液体芳
香剤。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、長時間保存した後であっても黄変等の問題がなく、フローラル調の香
りを持続できる液体芳香剤組成物、及びそれを用いたスプレー式液体芳香剤を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［液体芳香剤組成物］
　本発明の液体芳香剤組成物は、フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造を有す
る香料と、炭素数８以上１８以下の脂肪族モノカルボン酸又は炭素数３以上２０以下の脂
肪族ジカルボン酸とのエステルからなる香料前駆体（ａ）、非イオン性界面活性剤（ｂ）
、及び水を含有し、非イオン性界面活性剤（ｂ）１００質量部に対する香料前駆体（ａ）
の量が、０．０１質量部以上１０質量部以下である液体芳香剤組成物である。
　本発明の液体芳香剤組成物は、長時間保存した後であっても黄変することなく、保存安
定性に優れると共に、フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造を有する香料を徐
々に放出することができ、香りの持続性を向上させることができる。
【００１０】



(4) JP 2017-8220 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

＜香料前駆体（ａ）＞
　本発明における香料前駆体（ａ）は、フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造
を有する香料〔以下、「（ａ１）成分」ともいう〕と、炭素数８以上１８以下の脂肪族モ
ノカルボン酸〔以下、「（ａ２－１）成分」ともいう〕又は炭素数３以上２０以下の脂肪
族ジカルボン酸〔以下、「（ａ２－２）成分」ともいう〕とのエステル化合物である。
〔（ａ１）成分〕
　前記（ａ１）成分は、フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造を有する香料で
ある。
　本発明において「香料」とは、匂いを感じさせる物質のことをいい、「フレグランス（
ｆｒａｇｒａｎｃｅ）」のことを指す。
　フェノール構造又はヒドロキシ－４－ピロン構造を有する香料のｐＫａは、長期に亘っ
て強い香りを発現させる観点から、好ましくは１３以下であり、より好ましくは７以上１
２以下、更に好ましくは７．５以上１１．５以下である。
　本発明において、ｐＫａとは酸解離定数のことであり、水素イオンが放出される解離反
応における平衡定数Ｋａの負の常用対数ｐＫａによって表される。ｐＫａが小さいほど強
い酸であることを示す。本発明におけるｐＫａの算出には、インターネット上に構築され
ている化学構造－物性計算サイトであるＳＰＡＲＣ（ＳＰＡＲＣ　Performs Automated R
easoning In Chemistry、ARChem社、http://www.archemcalc.com/sparc.html）を用いた
。
【００１１】
　フェノール構造を有する香料としては、長期に亘って持続的に香料を徐放させる観点か
ら、炭素数が好ましくは７以上、より好ましくは８以上、更に好ましくは９以上であり、
そして、好ましくは１４以下、より好ましくは１０以下、更に好ましくは９以下であり、
９であるものがより更に好ましい。
　具体的には、バニリン（炭素数８、ｐＫａ７．８）、エチルバニリン（炭素数９、ｐＫ
ａ７．８）、ｉｓｏ－オイゲノール（炭素数１０、ｐＫａ９．８）、サリチル酸ベンジル
（炭素数１４、ｐＫａ９．８）、サリチル酸シス－３－ヘキセニル（炭素数１３、ｐＫａ
９．８）、バニリンＰＧＡ（炭素数１１、ｐＫａ９．８）、サリチル酸シクロヘキシル（
炭素数１３、ｐＫａ１０．０）、オイゲノール（炭素数１０、ｐＫａ１０．０）、ジンゲ
ロン（炭素数１１、ｐＫａ１０．０）、バニトロープ（炭素数１１、ｐＫａ１０．０）、
ラズベリーケトン（炭素数１０、ｐＫａ１０．１）、サリチル酸メチル（炭素数８、ｐＫ
ａ１０．１）、サリチル酸ヘキシル（炭素数１３、ｐＫａ１０．１）、カルバクロール（
炭素数１０、ｐＫａ１０．５）、及びチモール（炭素数１０、ｐＫａ１０．９）が挙げら
れる。
【００１２】
　ヒドロキシ－４－ピロン構造を有する香料としては、炭素数が好ましくは６以上、より
好ましくは７以上であり、そして、好ましくは１０以下、より好ましくは７以下であり、
７であるものが更に好ましい。炭素数が前記範囲内であると、長期に亘って香料を徐放す
ることができる。
　具体的には、マルトール（炭素数６、ｐＫａ１１．２）、エチルマルトール（炭素数７
、ｐＫａ１１．３）を挙げることができる。
　前記（ａ１）成分の中でも、保存安定性を向上させることができ、また、徐放性能を向
上させる観点から、マルトール、エチルマルトール、バニリン、エチルバニリン、及びラ
ズベリーケトンが好ましく、エチルバニリンがより好ましい。
　これらの香料は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１３】
〔（ａ２－１）成分〕
　前記（ａ２－１）成分は、炭素数８以上１８以下の脂肪族モノカルボン酸である。
　炭素数が前記範囲内の脂肪族モノカルボン酸を用いることにより、液体芳香剤組成物中
において、（ａ）成分のエステルの炭化水素部分と後述する（ｂ）成分との親和性が向上
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するため、（ａ）成分のエステル結合部分が水と接触しにくくなり加水分解の進行が抑制
され、液体芳香剤組成物の保存安定性が向上する。それにより、液体芳香剤組成物中製品
の液色の変化を抑制することができる。
　脂肪族モノカルボン酸の炭素数は、液体芳香剤組成物中の保存安定性を向上させる観点
から、８以上、好ましくは１０以上、より好ましくは１１以上、更に好ましくは１２以上
であり、消費される香料の原子効率、初期の発香、及び香りの持続性の観点から、１８以
下、好ましくは１６以下、より好ましくは１４以下、更に好ましくは１２以下であり、１
２であるものがより更に好ましい。
【００１４】
　脂肪族モノカルボン酸の具体例としては、エナント酸、カプリル酸、ベラルゴン酸、カ
プリン酸、ウンデシル酸、ラウリン酸、トリデシル酸、ミリスチン酸、ペンタデシル酸、
パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸、ジメチルオクタン酸、オクテン酸、デセン
酸、ドデセン酸、テトラデセン酸、ヘキサデセン酸、オレイン酸、バクセン酸、リノール
酸、及びリノレン酸等の脂肪族モノカルボン酸が挙げられる。
　本発明においては、消費される香料の原子効率及び初期の発香の観点から、これらの中
でも、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、及びオレイン酸が好ま
しく、中でも、ラウリン酸、ステアリン酸、及びオレイン酸がより好ましく、ラウリン酸
が更に好ましい。
【００１５】
〔（ａ２－２）成分〕
　前記（ａ２－１）成分は、炭素数３以上２０以下の脂肪族ジカルボン酸である。
　炭素数が前記範囲内の脂肪族ジカルボン酸を用いることにより、液体芳香剤組成物中に
おいて、（ａ）成分のエステルの炭化水素部分と後述する（ｂ）成分との親和性が向上す
るため、（ａ）成分のエステル結合部分が水と接触しにくくなり加水分解の進行が抑制さ
れ、液体芳香剤組成物の保存安定性が向上する。それにより、液体芳香剤組成物中製品の
液色の変化を抑制することができる。
　脂肪族ジカルボン酸の炭素数は、液体芳香剤組成物の保存安定性を向上させる観点から
、３以上、好ましくは６以上、より好ましくは８以上、更に好ましくは９以上、より更に
好ましくは１０以上であり、消費される香料の原子効率及び初期の発香の観点から、２０
以下、好ましくは１６以下、より好ましくは１４以下、更に好ましくは１２以下である。
　脂肪族ジカルボン酸の具体例としては、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸
、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン二酸、及びテトラデカ
ン二酸等の脂肪族ジカルボン酸が挙げられる。
　本発明においては、消費される香料の原子効率及び初期の発香の観点から、これらの中
でも、アジピン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、及びドデカン二酸が好まし
く、アジピン酸、セバシン酸がより好ましく、及びセバシン酸が更に好ましい。
【００１６】
〔（ａ）成分の製造方法〕
　前記（ａ）成分を構成するエステルは、例えば下記（ｉ）～（iv）の方法で製造するこ
とができる。
（ｉ）前記香料と、前記脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸とを直接エステル
化反応させることにより製造する方法
（ii）前記脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸に対してメタノール等の低級ア
ルコールを反応させたエステルと、前記香料とをエステル交換反応させることにより製造
する方法
（iii）前記香料と前記脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸の酸ハロゲン化物
とを反応させることにより製造する方法
（iv）前記香料と前記脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸の無水物とを反応さ
せることにより製造する方法
　これらの中でも、製造効率の観点から、前記香料と前記脂肪族モノカルボン酸又は脂肪
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族ジカルボン酸の酸ハロゲン化物とを反応させて製造する方法が好ましい。
【００１７】
（酸ハロゲン化物）
　前記脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸の酸ハロゲン化物は、例えば、前記
脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸と、塩化チオニル、三塩化リン、五塩化リ
ン及び三臭化リン等の各種ハロゲン化試薬との反応で得ることができる。
　これらの中でも、反応性の観点、試薬の入手容易性の観点から、脂肪族モノカルボン酸
又は脂肪族ジカルボン酸と三塩化リンとの反応で得られる酸ハロゲン化物が好ましく、具
体的には、脂肪族モノカルボン酸の酸クロリドが好ましい。
【００１８】
（配合比率）
　（ａ）成分を製造する際の前記香料の仕込み量は、反応を速やかに進行させると共に未
反応の脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸の量を低減させる観点から、脂肪族
モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸の酸ハロゲン化物１モルに対し、好ましくは０．
９モル以上、より好ましくは０．９５モル以上、更に好ましくは０．９８モル以上であり
、未反応の香料の量を低減させる観点から、好ましくは１．１モル以下、より好ましくは
１．０５モル以下、更に好ましくは１．０２モル以下である。
【００１９】
（溶媒）
　（ａ）成分の製造に用いる溶媒としては、特に制限はなく、例えば、クロロホルム及び
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素、酢酸エチル、及び酢酸イソプロピル等の脂肪族
エステル、ベンゼン、トルエン、キシレン及びエチルベンゼン等の芳香族炭化水素、シク
ロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、デカリン、及びテトラリン等の脂
環式炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン及びオクタン等の脂肪族炭化水素等が挙げ
られる。
　これらの中でも、前記香料、前記脂肪族モノカルボン酸及び前記脂肪族ジカルボン酸の
溶解性の観点から、ハロゲン化炭化水素、脂肪族エステル、及び芳香族炭化水素から選ば
れる１種以上が好ましく、ジクロロメタン、酢酸エチル、及びトルエンから選ばれる１種
以上がより好ましい。これらの溶媒は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わ
せて用いてもよい。
【００２０】
（反応温度）
　（ａ）成分を製造する際の反応温度は、原料をロスすることなく反応を行う観点から、
香料、脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸の沸点以下が好ましい。具体的な反
応温度は、反応速度を向上させる観点から、好ましくは－２０℃以上、より好ましくは－
１８℃以上、更に好ましくは－１５℃以上、より更に好ましくは－１２℃以上である。ま
た、反応を制御する観点から、好ましくは５０℃以下、より好ましくは４０℃以下、更に
好ましくは３０℃以下、より更に好ましくは２０℃以下である。
　本発明においては、前記温度範囲で反応を行った後、十分に反応を進行させる観点から
、所定の温度、時間で撹拌を行う好ましい。撹拌する際の温度は、好ましくは１０℃以上
、より好ましくは１５℃以上、更に好ましくは２０℃以上であり、そして、好ましくは９
０℃以下、より好ましくは８０℃以下、更に好ましくは７０℃以下、より更に好ましくは
６０℃以下、より更に好ましく５０℃以下である。
　撹拌は、好ましくは０．５時間以上、より好ましくは０．８時間以上であり、そして、
好ましくは４時間以下、より好ましくは３時間以下、更に好ましくは１．５時間以下行う
。
【００２１】
（反応圧力）
　（ａ）成分の製造は、大気圧又は減圧下で行うことができ、簡易な設備で製造すること
ができる観点から、大気圧下で製造することが好ましい。
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　（ａ）成分を製造する際の具体的な圧力は、好ましくは８０ｋＰａ以上、より好ましく
は９０ｋＰａ以上、更に好ましくは９５ｋＰａ以上であり、そして、好ましくは１０１ｋ
Ｐａ以下である。
　また、（ａ）成分の製造は、副反応を抑制する観点、反応系中に水が混入するのを抑制
する観点から、不活性ガスの存在下で行うことが好ましい。不活性ガスとしては、窒素、
ヘリウム、アルゴン等が挙げられ、これらの中でも、コストを抑えて製造する観点から、
窒素が好ましい。
【００２２】
（塩基性物質）
　前記（ａ）成分の製造方法においては、反応を効率的に行う観点から、塩基性物質を用
いることが好ましい。
　前記塩基性物質としては、トリエチルアミン、及びトリブチルアミン等の脂肪族アミン
、ピリジン、及びピコリン等の芳香族アミンや、ＤＢＵ（ジアザビシクロウンデセン）を
挙げることができる。これらの中でも、入手容易性の観点、取り扱い性の観点から、脂肪
族アミンが好ましく、トリエチルアミンがより好ましい。
　前記塩基性化合物の使用量は、脂肪族モノカルボン酸又は脂肪族ジカルボン酸の酸ハロ
ゲン化物１モルに対して、好ましくは１モル以上、より好ましくは１．０１モル以上、更
に好ましくは１．０２モル以上、更に好ましくは１．０４モル以上であり、そして、使用
量とコストのバランスから、好ましくは１．２モル以下、より好ましくは１．１５モル以
下、更に好ましくは１．１モル以下、より更に好ましくは１．０６モル以下である。
【００２３】
＜（ｂ）成分＞
　本発明における（ｂ）成分は、非イオン性界面活性剤である。
　前記非イオン性界面活性剤に特に制限はないが、例えば、下記（１）～（８）が挙げら
れる。
（１）炭素数８以上１８以下の第１級又は第２級アルコールにエチレンオキシド（以下、
「ＥＯ」ともいう）及び／又はプロピレンオキシド（以下、「ＰＯ」ともいう）を平均５
モル以上１８モル以下付加したポリオキシアルキレンアルキル又はアルケニルエーテル；
（２）平均炭素数６以上１２以下のアルキル基を有し、ＥＯを平均５モル以上２０モル以
下付加したポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル；
（３）炭素数８以上１８以下のアルキル基又はアルケニル基を有する脂肪酸に、ＥＯ及び
／又はＰＯを平均６モル以上１８モル以下付加したポリオキシアルキレン脂肪酸エステル
又はそれらポリオキシアルキレン脂肪酸エステルのヒドロキシ基末端が炭素数１～３のア
ルキルエーテルでキャップされた化合物；
（４）炭素数８以上１８以下のアルキル基又はアルケニル基を有する脂肪酸が１モル以上
３モル以下エステル結合したソルビタン脂肪酸エステル又はグリセリン脂肪酸エステルに
、ＥＯ及び／又はＰＯを平均６モル以上３０モル以下付加したポリオキシアルキレンソル
ビタン脂肪酸エステル又はポリオキシアルキレングリセリン脂肪酸エステル、もしくはＥ
Ｏ及び／又はＰＯを平均６モル以上８０モル以下付加したポリオキシアルキレンソルビッ
ト脂肪酸エステル；
（５）ＥＯ及び／又はＰＯを平均６モル以上８０モル以下付加したポリオキシアルキレン
ヒマシ油又は硬化ヒマシ油；
（６）ＰＯとプロピレングリコールとの縮合物にＥＯを付加したもの（プルロニック型界
面活性剤）；
（７）ＰＯとエチレンジアミンとの縮合物にＥＯを付加したもの（テトロニック型界面活
性剤）；
（８）アルキル又はアルケニルジエタノールアマイド、アルキルアミン又はアルキルジメ
チルアミン、アルケニルアミン又はアルケニルジメチルアミン、炭素数１０以上２０以下
のアルキル基又はアルケニル基を有するアルキルアミン又はアルケニルアミンにＥＯ及び
／又はＰＯを平均２モル以上４０モル以下付加したポリオキシアルキレンアルキル又はア
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ルケニルアミン
【００２４】
　本発明の（ｂ）成分としては、保存安定性の観点から、下記式（ｂ１）で表される化合
物が好ましい。
　　Ｒ１ｂ－Ｚ－［（ＥＯ）ｓ／（ＰＯ）ｔ］－Ｒ２ｂ　　　　　（ｂ１）
〔式（ｂ１）中、Ｒ１ｂは、炭素数１０以上１８以下のアルキル基又はアルケニル基であ
り、Ｒ２ｂは、水素原子、又は炭素数１以上３以下のアルキル基であり、Ｚは－Ｏ－又は
－ＣＯＯ－のいずれかであり、ＥＯは、オキシエチレン基であり、ＰＯはオキシプロピレ
ン基であり、（ＥＯ）と（ＰＯ）はランダム付加でもブロック付加でもいずれでもよく、
（ＥＯ）と（ＰＯ）の付加順序は問わない。ｓ及びｔは平均付加モル数であり、ｓ＋ｔの
合計は５～１５の数であり、ｔは２以下の数である。〕
【００２５】
　式（ｂ１）で表される化合物のＲ１ｂは、液体芳香剤組成物の配合安定性の観点から、
好ましくは炭素数１０以上１６以下、更に好ましくは炭素数１０以上１４以下のアルキル
基又はアルケニル基であり、Ｒ２ｂは好ましくは水素原子、又は炭素数１～２のアルキル
基、より好ましくは水素原子又はメチル基、更に好ましくは水素原子である。
　式（ｂ１）で表される化合物としては、ポリオキシエチレン（ｓ＝６～１２，ｔ＝０）
モノアルキル（炭素数１２～１４の１級の炭化水素基）エーテル、ポリオキシエチレン（
ｓ＝５～１２，ｔ＝０）モノアルキル（炭素数１２～１４の２級の炭化水素基）エーテル
、ラウリン酸ポリオキシチレン（ｓ＝６～１３，ｔ＝０）メチルエーテルから選ばれる１
種以上が好ましく、ポリオキシエチレン（ｓ＝６～１２，ｔ＝０）ラウリルエーテル、ポ
リオキシエチレン（ｓ＝５～１２，ｔ＝０）モノアルキル（炭素数１２～１４の２級の炭
化水素基）エーテルから選ばれる１種以上がより好ましい。
【００２６】
＜（ａ）成分、及び（ｂ）成分の含有量＞
　本発明の液体芳香剤組成物中の（ａ）成分及び（ｂ）成分の含有量は、使用形態、繊維
製品の種類、香らせる香りの強さの程度によって適宜調整することができる。
　液体芳香剤組成物中の（ａ）成分の含有量は、香りの持続性の観点から、好ましくは０
．００００１質量％以上、より好ましくは０．００００５質量％以上、更に好ましくは０
．０００１質量％以上、より更に好ましくは０．０００５質量％以上、より更に好ましく
は０．０００８質量％以上であり、そして、好ましくは０．０１質量％以下、より好まし
くは０．００５質量％以下、更に好ましくは０．００２質量％以下である。
【００２７】
　液体芳香剤組成物中の（ｂ）成分の含有量は、（ａ）成分の保存安定性を高める観点か
ら、好ましくは０．０１質量％以上、より好ましくは０．０３質量％以上、更に好ましく
は０．０５質量％以上であり、そして、好ましくは１０質量％以下、より好ましくは５質
量％以下、更に好ましくは１質量％以下、更に好ましくは０．５質量％以下である。
【００２８】
　（ｂ）成分１００質量部に対する（ａ）成分の量は、（ａ）成分の香料の持続性の観点
から、０．０１質量部以上であり、好ましくは０．０５質量部以上、より好ましくは０．
１質量部以上、更に好ましくは０．５質量部以上、より更に好ましくは０．８質量部以上
であり、そして、黄変抑制及び分散安定性の観点から、１０質量部以下であり、好ましく
は５質量部以下、より好ましくは３質量部以下、より好ましくは１．５質量部以下である
。
　本発明の液体芳香剤組成物において（ｂ）成分は、液体芳香剤組成物中での（ａ）成分
の分散安定性を高め加水分解の抑制を補助することから、香料の持続性を向上させること
ができる。
【００２９】
　本発明の液体芳香剤組成物において、（ａ）成分及び（ｂ）成分以外の残部は水とする
ことができる。使用する水は、蒸留水やイオン交換水等からイオン成分を除去したものが
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好ましい。液体芳香剤組成物中の水の含有量は、安定性の観点から、好ましくは７０質量
％以上、より好ましくは８０質量％以上、更に好ましくは９０質量％以上であり、そして
、好ましくは９９．９９質量％以下、より好ましくは９９．９質量％以下である。
【００３０】
＜その他の成分＞
　本発明の液体芳香剤組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で必要に応じて、更に、
（ｂ）成分以外の界面活性剤、溶剤、硫酸ナトリウム等の塩、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、
防腐剤、（ａ）成分以外の香料、染料、顔料、紫外線吸収剤等の他の成分を添加すること
ができる。
【００３１】
〔（ｃ）成分：溶剤〕
　溶剤〔以下、「（ｃ）成分」ともいう〕としては、炭素数２以上４以下の１価アルコー
ル（例えば、エタノール等）、２価以上６価以下で１分子の総炭素数が２以上１２以下の
多価アルコール（例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、ソ
ルビトール等）、又は前記アルコールのアルキル（炭素数１以上６以下）のエーテル誘導
体が挙げられる。これらの中では、保存安定性の点から、前記１価アルコール及び前記多
価アルコールが好ましく、エタノール、ジエチレングリコール、及びジプロピレングリコ
ールがより好ましい。
　本発明の液体芳香剤組成物が（ｃ）成分を含有する場合、その含有量は、好ましくは５
質量％以上、より好ましくは５．５質量％以上、更に好ましくは５．８質量％以上であり
、そして、好ましくは２０質量％以下、より好ましくは１５質量％以下、更に好ましくは
１０質量％以下である。
【００３２】
〔（ｄ）成分：（ｂ）成分以外の界面活性剤〕
　本発明の液体芳香剤組成物は、（ｂ）成分以外の界面活性剤〔以下、「（ｄ）成分」と
もいう〕を用いることができ、例えば、陰イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤が
挙げられ、これらの中でも陽イオン性界面活性剤が好ましい。
　本発明に用いることができる陽イオン性界面活性剤としては、第１級アミン塩、第２級
アミン塩、第３級アミン塩、及び第４級アンモニウム塩が挙げられる。これらの中では、
第４級アンモニウム塩が好ましい。
【００３３】
　第４級アンモニウム塩としては、４つの置換基の少なくとも１つが総炭素数８以上２８
以下のアルキル又はアルケニル基であり、残余がベンジル基、炭素数１以上５以下のアル
キル基及び炭素数１以上５以下のヒドロキシアルキル基から選ばれる基である化合物が挙
げられる。総炭素数８以上２８以下のアルキル又はアルケニル基は、この炭素数の範囲で
、アルコキシル基、アルケニルオキシ基、アルカノイルアミノ基、アルケノイルアミノ基
、アルカノイルオキシ基又はアルケノイルオキシ基で置換されていてもよい。
【００３４】
　本発明の（ｄ）成分としては、Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロ
リド、Ｎ，Ｎ－ジドデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド、Ｎ，Ｎ－ジテトラ
デシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド、Ｎ－ドデシル－Ｎ－テトラデシル－Ｎ
，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド、Ｎ－ラウリル－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ベンジル
アンモニウムクロリド、Ｎ－ドデシル－Ｎ－ベンジル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムク
ロリド、Ｎ－テトラデシル－Ｎ－ベンジル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド、Ｎ
－テトラデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－エチル４級アンモニウムエチルサルフェート等
が好ましく、（ａ）成分の安定性の観点から、Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアン
モニウムクロリド、Ｎ－ラウリル－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ベンジルアンモニウムクロリ
ドがより好ましい。
【００３５】
　本発明の液体芳香剤組成物が（ｄ）成分を含有する場合、その含有量は、（ａ）成分の
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安定性の観点から、好ましくは０．０１質量％以上、より好ましくは０．０３質量％以上
、更に好ましくは０．０５質量％以上、更に好ましくは０．０８質量％以上であり、そし
て、好ましくは１０質量％以下、より好ましくは５質量％以下、更に好ましくは３質量％
以下、更に好ましくは１質量％以下である。
【００３６】
〔（ｅ）成分：ヒドロキシアミン化合物及び／又はその塩〕
　本発明の液体芳香剤組成物は、消臭対象に付着している不快臭、例えば繊維製品の処理
に用いる場合は、人体由来の脂肪酸臭、アンモニア臭、体外分泌物に細菌が介在して生じ
る臭い、及びタバコ臭等を低減させ、本発明の賦香性を高め、香りの持続性を向上させる
観点から、下記一般式（ｅ１）で表されるヒドロキシアミン化合物及び／又はその塩〔以
下、「（ｅ）成分」ともいう〕を用いることができる。
【００３７】
【化１】

〔式中、Ｒ１ｅは、水素原子、炭素数１以上５以下のアルキル基、又は炭素数１以上５以
下のヒドロキシアルキル基であり、Ｒ２ｅは、水素原子、炭素数１以上６以下のアルキル
基、又は炭素数１以上５以下のヒドロキシアルキル基であり、Ｒ３ｅ及びＲ４ｅは、炭素
数１以上５以下のアルカンジイル基である。Ｒ３ｅ及びＲ４ｅは、同一でも異なっていて
もよい。〕
【００３８】
　一般式（ｅ１）において、Ｒ１ｅは、水素原子、炭素数１以上５以下のアルキル基、又
は炭素数１以上５以下のヒドロキシアルキル基である。炭素数１以上５以下のアルキル基
は、直鎖又は分岐鎖のいずれであってもよく、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピ
ル基、イソプロピル基、各種ブチル基、各種ペンチル基が挙げられる。また、炭素数１以
上５以下のヒドロキシアルキル基としては、ヒドロキシメチル基、２－ヒドロキシエチル
基、２－ヒドロキシプロピル基、３－ヒドロキシプロピル基、２－ヒドロキシブチル基、
３－ヒドロキシブチル基、４－ヒドロキシブチル基等が挙げられる。Ｒ１ｅは、香り立ち
や入手性の観点から、上記の中では水素原子、メチル基、エチル基、ヒドロキシメチル基
、２－ヒドロキシエチル基が好ましく、水素原子、ヒドロキシメチル基、２－ヒドロキシ
エチル基がより好ましい。
【００３９】
　Ｒ２ｅは、水素原子、炭素数１以上６以下のアルキル基、又は炭素数１以上５以下のヒ
ドロキシアルキル基を表す。炭素数１以上６以下のアルキル基は、直鎖状、分岐鎖状、環
状のいずれであってもよい。アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プ
ロピル基、イソプロピル基、各種ブチル基、各種ペンチル基、各種ヘキシル基、シクロペ
ンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。炭素数１以上５以下のヒドロキシアルキル
基としては、Ｒ１ｅと同じものが挙げられる。Ｒ２ｅは、香り立ちや入手性の観点から、
上記の中では水素原子、炭素数１以上３以下のアルキル基、ヒドロキシエチル基が好まし
く、水素原子がより好ましい。
【００４０】
　Ｒ３ｅ及びＲ４ｅは、炭素数１以上５以下のアルカンジイル基である。Ｒ３ｅ及びＲ４

ｅは、同一でも異なっていてもよい。炭素数１以上５以下のアルカンジイル基としては、
メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、プロパン－１，２－ジイル基、テトラメチレ
ン基等が好ましく、メチレン基がより好ましい。
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【００４１】
　（ｅ）成分の具体例としては、例えば、２－アミノ－１，３－プロパンジオール、２－
アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－エチル－１，３－プ
ロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール、２－
アミノ－２－ヒドロキシエチル－１，３－プロパンジオール、４－アミノ－４－ヒドロキ
シプロピル－１，７－ヘプタンジオール、２－（Ｎ－エチル）アミノ－１，３－プロパン
ジオール、２－（Ｎ－エチル）アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオー
ル、２－（Ｎ－デシル）アミノ－１，３－プロパンジオール、２－（Ｎ－デシル）アミノ
－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール、及びそれらと塩酸、硫酸、硝酸、
リン酸、炭酸等との塩が挙げられる。
　これらの中では、香り立ち及び香りの持続性の観点から、２－アミノ－２－メチル－１
，３－プロパンジオール、２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオー
ル及びそれらと塩酸等の酸との塩から選ばれる１種以上が好ましい。
【００４２】
　本発明の液体芳香剤組成物が（ｅ）成分を含有する場合、その含有量は、（ａ）成分の
安定性及び香りの持続性の観点から、好ましくは０．００１質量％以上、より好ましくは
０．００５質量％以上、更に好ましくは０．０１質量％以上、より更に好ましくは０．０
２質量％以上であり、そして、好ましくは５質量％以下、より好ましくは２質量％以下、
更に好ましくは１質量％以下、より更に好ましくは０．５質量％以下である。
【００４３】
＜液体芳香剤組成物のｐＨ＞
　本発明の液体芳香剤組成物の２５℃におけるｐＨは、香り立ちの観点から、好ましくは
４以上、より好ましくは４．５以上、更に好ましくは４．８以上であり、そして、好まし
くは８．５以下、より好ましくは８．０以下、更に好ましくは７．８以下である。本発明
の芳香剤組成物のｐＨは、塩酸等の酸、又は水酸化ナトリウム等のアルカリを添加するこ
とにより調整することができる。液体芳香剤組成物のｐＨは実施例に記載の方法で測定し
た値である。
【００４４】
　本発明の液体芳香剤組成物の２５℃における粘度は、スプレー容器での噴霧適性の観点
から、好ましくは１５ｍＰａ・ｓ以下、より好ましくは１０ｍＰａ・ｓ以下、更に好まし
くは５ｍＰａ・ｓ以下であり、そして、好ましくは１ｍＰａ・ｓ以上、より好ましくは１
．５ｍＰａ・ｓ以上、更に好ましくは２ｍＰａ・ｓ以上である。
　本発明の液体芳香剤組成物において、２５℃における粘度が１５ｍＰａ・ｓ以下である
と噴霧パターンが適正となる。粘度は、東京計器株式会社製、Ｂ型粘度計（モデル形式Ｂ
Ｍ）に、Ｎｏ．１のローターを取り付け、液体芳香剤組成物を２００ｍＬ容量のガラス製
トールビーカーに充填し、ウォーターバスにて２５±０．３℃に調製し、ローターの回転
数を６０ｒ／ｍｉｎに設定し、測定を始めてから６０秒後の指示値である。
【００４５】
［スプレー式液体芳香剤］
　本発明のスプレー式液体芳香剤は、前記液体芳香剤組成物をスプレー容器に充填してな
るものである。
　本発明の液体芳香剤組成物の好ましい使用態様は、水を含有する該組成物を霧化して対
象品に付着させるミストタイプであり、該組成物をスプレー容器に充填し、一回の噴霧量
を０．１ｍｌ以上３ｍｌ以下に調整したものが好ましい。使用するスプレー容器としては
、トリガースプレー容器（直圧あるいは蓄圧型）やディスペンサータイプのポンプスプレ
ー容器、耐圧容器を具備したエアゾールスプレー容器等が挙げられる。性能を効果的に発
現するために、トリガー式スプレーヤーあるいはエアゾールスプレーヤーを具備するスプ
レー容器が好ましく、本発明においては、容器を繰り返し使用することができる観点、耐
久性や布付着性の観点から、トリガー式スプレーヤーを有するスプレー容器がより好まし
い。
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【００４６】
　スプレー容器としては、噴射口から噴射方向に１０ｃｍ離れた地点における噴霧液滴の
平均粒径が１０μｍ以上２００μｍ以下となり、噴射口から噴射方向に１５ｃｍ離れた地
点における粒径２００μｍを超える液滴の数が噴霧液滴の総数の１％以下となり、噴射口
から噴射方向に１０ｃｍ離れた地点における粒径１０μｍ未満の液滴の数が噴霧液滴の総
数の１％以下となる噴霧手段を備えたものが好ましい。噴霧液滴の粒子径分布は体積平均
粒子径であり、例えば、レーザー回折式粒度分布計（日本電子株式会社製）により測定す
ることができる。
【００４７】
　本発明の液体芳香剤組成物及びスプレー式液体芳香剤は、繊維製品用として好適であり
、繊維製品用液体芳香剤組成物として用いることが好ましい。かかる繊維製品用液体芳香
剤組成物は、噴霧により繊維製品に付着させて、対象物に香りを付与することができる。
前記スプレー式液体芳香剤はこの方法に好適に用いられる。すなわち、本発明の液体芳香
剤組成物は、スプレー式繊維製品賦香剤として使用することがより好ましい。繊維製品と
しては、スーツ、セーター等の衣類、カーテン、ソファー等が挙げられる。
【実施例】
【００４８】
　実施例及び比較例で用いた各配合成分をまとめて以下に示す。
＜（ａ）成分＞
・ａ－１：下記合成例１で得られた化合物
・ａ－２：下記合成例２で得られた化合物
・ａ－３：下記合成例３で得られた化合物
【００４９】
＜（ａ１）成分：（（ａ）成分の比較成分）＞
・ａ１－１：エチルバニリン 
【００５０】
＜（ｂ）成分＞
・ｂ－１：ポリオキシエチレン（平均付加モル数＝８）ラウリルエーテル
・ｂ－２：ポリオキシエチレン（平均付加モル数＝１２）ラウリルエーテル
【００５１】
＜その他の成分＞
・ｃ－１：エタノール
・ｄ－１：Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムクロリド
・ｅ－１：２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオール
【００５２】
＜合成例１～３：（ａ）成分の合成＞
　合成例１：ラウリン酸とエチルバニリンとのエステルの合成
　窒素雰囲気下、３００ｍＬの四つ口フラスコに、ラウリン酸クロリド８．９５ｇ（０．
０４１ｍｏｌ）、ジクロロメタン４０ｍＬを入れ、０℃に冷却した。一方、１００ｍＬの
滴下ロートに、エチルバニリン６．８０ｇ（０．０４１ｍｏｌ）、トリエチルアミン４．
３５ｇ（０．０４３ｍｏｌ）、ジクロロメタン４０ｍＬを入れた。滴下ロートより反応温
度が－５℃～０℃に保たれるようフラスコに４０分かけて滴下を行った。滴下終了後、室
温（２５℃）で２時間撹拌を行った。フラスコに飽和塩化アンモニウム水溶液１０ｍＬを
添加し、反応を停止した。ジエチルエーテル１５０ｍＬを添加し、生成した白色固体をろ
過で除去し、ろ液を分液ロートに移した。分液ロートにイオン交換水１００ｍＬを添加し
、ジエチルエーテル５０ｍＬで水層から３回抽出を行った。抽出溶液を集め、飽和食塩水
で洗浄し、硫酸ナトリウムで溶液を乾燥した。溶媒を減圧除去後、淡黄色固体のラウリン
酸とエチルバニリンとのエステル１４．２０ｇ（収率９９％）を得た。
【００５３】
　以下にＮＭＲ及びＩＲの測定結果を示す。



(13) JP 2017-8220 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

ＮＭＲ（１Ｈ、４００ＭＨｚ）
　０．８８（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ，３Ｈ）、１．２０～１．５０（ｍ、１９Ｈ）、１．７８（
ｑｕｉｎｔ．、Ｊ＝７Ｈｚ、２Ｈ）、２．５９（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ、２Ｈ）、４．１３（ｔ
、Ｊ＝７Ｈｚ、２Ｈ）、７．２０（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ、１Ｈ）、７．４６（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ
、２Ｈ）、９．９３（ｓ、１Ｈ）
ＩＲ（ＫＢｒ）：２９１８，２８５０，１７６３，１６９３，１２７３，１１１５、７４
２ｃｍ－１

【００５４】
合成例２：ステアリン酸とエチルバニリンとのエステルの合成
　窒素雰囲気下、３００ｍＬの四つ口フラスコに、ステアリン酸クロリド１０．００ｇ（
０．０３３ｍｏｌ）、ジクロロメタン５０ｍＬを入れ、０℃に冷却した。一方、１００ｍ
Ｌの滴下ロートに、エチルバニリン５．４９ｇ（０．０３３ｍｏｌ）、トリエチルアミン
３．５１ｇ（０．０３５ｍｏｌ）、ジクロロメタン４０ｍＬを入れた。滴下ロートより反
応温度が－１０℃～０℃に保たれるようフラスコに２０分かけて滴下を行った。滴下終了
後、室温（２５℃）で１時間撹拌を行った。フラスコに飽和塩化アンモニウム水溶液１０
ｍＬを添加し、反応を停止した。ジエチルエーテル１５０ｍＬを添加し、生成した白色固
体をろ過で除去し、ろ液を分液ロートに移した。分液ロートにイオン交換水１００ｍＬを
添加し、ジエチルエーテル５０ｍＬで水層から３回抽出を行った。抽出溶液を集め、飽和
食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで溶液を乾燥した。溶媒を減圧除去後、淡黄色固体のス
テアリン酸とエチルバニリンとのエステル１４．１８ｇ（収率９９％）を得た。
【００５５】
　以下にＮＭＲ及びＩＲの測定結果を示す。
ＮＭＲ（１Ｈ、４００ＭＨｚ）
　０．８８（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ，３Ｈ）、１．２０～１．５０（ｍ、３１Ｈ）、１．７８（
ｑｕｉｎｔ．、Ｊ＝７Ｈｚ、２Ｈ）、２．５９（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ、２Ｈ）、４．１３（ｑ
、Ｊ＝７Ｈｚ、２Ｈ）、７．２０（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ、１Ｈ）、７．４６（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ
、２Ｈ）、９．９３（ｓ、１Ｈ）
ＩＲ（ＫＢｒ）：２９１８，２８５０，１７６３，１６９３，１２７３，１１１５、７４
２ｃｍ－１

【００５６】
合成例３：オレイン酸とエチルバニリンとのエステルの合成
　窒素雰囲気下、３００ｍＬの四つ口フラスコに、オレイン酸クロリド１０．００ｇ（０
．０３３ｍｏｌ）、ジクロロメタン５０ｍＬを入れ、０℃に冷却した。一方、１００ｍＬ
の滴下ロートに、エチルバニリン５．５２ｇ（０．０３３ｍｏｌ）、トリエチルアミン３
．５３ｇ（０．０３５ｍｏｌ）、ジクロロメタン４０ｍＬを入れた。滴下ロートより反応
温度が－１０℃～０℃に保たれるようフラスコに３０分かけて滴下を行った。滴下終了後
、室温（２５℃）で１時間撹拌を行った。フラスコに飽和塩化アンモニウム水溶液１０ｍ
Ｌを添加し、反応を停止した。ジエチルエーテル１５０ｍＬを添加し、生成した白色固体
をろ過で除去し、ろ液を分液ロートに移した。分液ロートにイオン交換水１００ｍＬを添
加し、ジエチルエーテル５０ｍＬで水層から３回抽出を行った。抽出溶液を集め、飽和食
塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで溶液を乾燥した。溶媒を減圧除去後、黒色油状物のオレ
イン酸とエチルバニリンとのエステル１４．２３ｇ（収率９９％）を得た。
【００５７】
　以下にＮＭＲ及びＩＲの測定結果を示す。
ＮＭＲ（１Ｈ、４００ＭＨｚ）
　０．８８（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ，３Ｈ）、１．２０～１．５０（ｍ、２３Ｈ）、１．７８（
ｑｕｉｎｔ．、Ｊ＝７Ｈｚ、２Ｈ）、２．０２（ｍ、４Ｈ），２．５９（ｔ、Ｊ＝７Ｈｚ
、２Ｈ）、４．１３（ｍ、２Ｈ）、５．３０～５．４５（ｍ、２Ｈ）、７．２０（ｄ、Ｊ
＝８Ｈｚ、１Ｈ）、７．４６（ｄ、Ｊ＝８Ｈｚ、２Ｈ）、９．９３（ｓ、１Ｈ）
ＩＲ（ＮａＣｌ）：２９１８，２８５０，１７６３，１６９３，１２７３，１１１５、７
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４２ｃｍ－１

【００５８】
＜実施例１～７、及び比較例１～３＞
　表１、２に示す配合にしたがって液体芳香剤組成物を調製した。なお、液体芳香剤組成
物は、１規定の塩酸を用いて、２５℃におけるｐＨが表１、２に示す値になるように調整
した。なお、ｐＨについては、下記の測定方法により測定した。
＜ｐＨの測定方法＞
　ｐＨの測定で使用したｐＨ測定装置及びｐＨ標準液を下記に示す。
〔ｐＨ標準液〕
　株式会社堀場製作所製ｐＨ標準液を用いた。
・ｐＨ標準液１００－４（フタル酸塩標準液、精度；±０．０２ｐＨ）
・ｐＨ標準液１００－７（中性りん酸塩標準液、精度；±０．０２ｐＨ）
・ｐＨ標準液１００－９（ホウ酸塩標準液、精度；±０．０２ｐＨ）
〔ｐＨ測定装置〕
・株式会社堀場製作所製のｐＨメータ「Ｄ－５２Ｓ」
・ｐＨ電極：６３６７－１０Ｄ
　ｐＨ測定装置は、未使用のｐＨ電極を用い、電極を予め２５℃±０．２℃のイオン交換
水に２４時間浸しておいたものを使用した。ゼロ校正とスパン校正は、上記に記載のｐＨ
標準液を用いて、２５℃におけるｐＨの指示値が、標準ｐＨ±０．０２になるまで繰り返
し校正を行った。
【００５９】
　得られた液体芳香剤組成物について、下記保存方法により保存した後、保存安定性の評
価として、黄変抑制性評価、及び分散安定性評価を行った。
【００６０】
＜保存方法＞
　実施例及び比較例の液体芳香剤組成物３０ｍＬを５０ｍＬのガラス瓶（規格瓶Ｎｏ．６
）に充填し、大気圧下で密閉した（各２本）。これを５℃と５０℃の恒温槽にそれぞれ栓
口を上方にして立てて２０日間保存した。
【００６１】
＜黄変抑制性の評価＞
　前記方法により保存した５０℃保存品の色相について、５℃保存品と比較して下記基準
にて判断した。黄変抑制性としては、２以上が好ましく、３以上がより好ましい。
〔評価基準〕
３：５℃保存品と同等で黄変していない
２：５℃保存品よりやや黄変している
１：５℃保存品より黄変している
【００６２】
＜分散安定性の評価＞
　前記方法により保存した５０℃保存品の外観について、下記基準にて判断した。
〔評価基準〕
３：透明
２：やや白濁
１：白濁、又は分離
【００６３】
　得られた液体芳香剤組成物について、前記保存安定性の評価の他に、香りの持続性評価
を行った。
＜香りの持続性評価＞
（１）評価用布の調製
　ＴＣニット布（ポリエステル６５質量％／綿３５質量％、エアーフライスＦ４０１－Ｆ
１、マスダ株式会社製）２ｋｇを市販の弱アルカリ性洗剤（花王株式会社製、アタック高
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活性バイオＥＸ（登録商標））を用いて全自動洗濯機（株式会社日立製作所製、ＮＷ－７
ＦＴ）で洗濯した（洗剤濃度０．０６６７質量％、２０℃の水道水４０Ｌ使用、標準コー
ス、洗濯９分－すすぎ２回－脱水６分）。洗濯終了後のＴＣニット布を、２５℃、４０％
ＲＨの恒温室に干し、１２時間乾燥させた。ＴＣニット布を裁断（１０ｃｍ×１０ｃｍ）
し評価用布とした。
【００６４】
（２）試験布の調製
　前記評価用布１枚を用い、評価用布の乾燥時質量（前記（１）評価用布の調製において
、洗濯終了後に２５℃、４０％ＲＨで１２時間乾燥した直後の質量）に対して、表１，２
に示す液体芳香剤組成物を、トリガー式スプレーヤーを有するスプレー容器を用いて、５
０質量％噴霧した。各組成物に対し、各５枚ずつ試験布を調製した後、５枚の試験布を重
ねて１組とし、２５℃／４０％ＲＨの恒温室にて１週間自然乾燥させた。
【００６５】
（３）香りの持続性評価
　１組成当たり５枚の試験布を重ねて５人のパネラーで香りの強さを評価した。評価は下
記の基準で官能評価を行い、その平均値を求め、表１，２に示した。香りの持続性として
は、平均点１以上が好ましく、２以上がより好ましい。
【００６６】
〔評価基準〕
４：非常に香りが強い
３：香りが強い
２：香りがする（認知閾値）
１：微かに香りがする（検知閾値）
０：香りがしない
【００６７】
【表１】
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【００６８】
【表２】

【００６９】
　表１、２の結果から明らかなように、比較例１～３の液体芳香剤組成物は前記３種類の
保存安定性評価のうちいずれかで劣った結果を示したのに対し、実施例１～７の液体芳香
剤組成物は全ての保存安定性評価について優れた結果を示した。
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